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町民の皆様にお詫び
　このたび住民課に勤務しておりました職員が，徴収した税金を着服するという，決してあっては
ならない不祥事をおこし，関係者をはじめ町民の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。
　この職員は，平成 22 年１月８日付けで懲戒免職とし，この上司につきましても管理監督責任者
としての立場から給料を減給する処分をいたしました。
　また，町政運営に混乱をもたらしたことから，統括責任者である私と副町長の給料も減給を行い
ました。
　今回の事件で関係者をはじめ町民の皆様に大変なご迷惑をおかけしましたことに対し，重ねて深
くお詫び申し上げますとともに，今後は二度とこのような不祥事を起こすことのないよう，職員に
は綱紀粛正を今一度徹底し，私をはじめ職員一同襟を正して職務に当たり，町民の皆様の信頼回復
に努めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 22 年４月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大崎町長　東　　靖　弘


